
赤穂市小規模工事契約希望事業者登録実施要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、赤穂市が発注する小規模工事について、受注機会の拡大と均衡によ

り地域経済の活性化を図るため、市内の事業者のうち契約を希望する者（以下「契約希

望者」という。）の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象とする工事） 

第２条 この要領において、対象となる小規模工事とは、工事の内容が軽易で、かつ履行

の確保が容易であると認められる小規模な維持工事及び施設等の修繕工事で、地方自治

法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の２に規定する随意契約による１件の発注

金額が 100万円未満のものとする。 

 （登録できる者） 

第３条 契約希望者として登録することができる者は、市内に本社の商業登記がある法人

（以下「法人事業者」という。）及び市内に商業登記又は住民登録がある個人事業者（以

下「個人事業者」という。）とする。 

   ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。 

 ⑴ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 ⑵ 赤穂市財務規則（昭和 39 年赤穂市規則第６号）第 87 条に基づく競争入札参加資格

者名簿に登載されているもの 

 ⑶ 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しないもの 

 ⑷ 市税を完納していないもの 

 ⑸ 契約希望者又は契約希望者の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第 77号）第２条第６項に規定する暴力団員である者 

 ⑹ 公共の発注の相手方として不適当と認められるもの 

 （登録申請） 

第４条 契約希望者は、赤穂市小規模工事契約希望事業者登録申請書（様式第１号）に次

の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 登録を申請する者が法人事業者の場合は、商業登記簿謄本 

 ⑵ 登録を申請する者が個人事業者の場合は、商業登記簿謄本又は住民票 

 ⑶ 希望する業種を履行するために必要な許可書又は資格者証の写し 

 ⑷ 市税の納税証明書 

２ 登録申請の手続き及び受付期間等は市長が別に定める。 

 （業者登録等） 

第５条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、これを審査し、適当と認

めるときは赤穂市小規模工事契約希望事業者登録名簿（以下「希望事業者名簿」とい

う。）（様式第２号）に登録するものとする。 

２ 前項の審査により、当該申請の内容が適当でないと認めるときは、市長は理由を付し

て申請者に通知するものとする。 



３ 登録の有効期間は、登録した日の属する年の４月１日から２年とする。ただし、補充

登録については、当該期間の残期間を有効期間とする。 

 （小規模契約の発注） 

第６条 契約担当者は、小規模工事に該当する工事の契約に係る業者の選定に際しては、

希望事業者名簿の登録者に対し、積極的に見積り参加及び受注の機会を与えるよう努め

るものとする。ただし、当該工事の契約に係る事業者を、競争入札参加資格者名簿に登

載された者のうちから選定することを妨げないものとする。 

 （登録事項の変更等） 

第７条 希望事業者名簿に登載された登録者は、次の各号のいずれかに該当したときは、

赤穂市小規模工事契約希望事業者登録事項変更届（様式第３号）を速やかに市長に提出

しなければならない。 

 ⑴ 登録事項に変更があったとき 

 ⑵ 赤穂市に、商業登記又は住民登録がなくなったとき 

 ⑶ 競争入札参加資格者名簿に登録したとき 

 ⑷ 営業を休止又は廃止したとき 

第８条 市長は、希望事業者名簿の登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録

を取り消さなければならない。 

 ⑴ 前条第２号又は第３号に該当したとき 

 ⑵ 第３条各号に該当するとき 

 ⑶ 虚偽の申請を行ったことが判明したとき 

 ⑷ 契約した小規模工事の履行に関し、不正又は著しく不誠実な行為があったとき 

２ 市長は、前項第２号から第４号の規定により、登録を抹消した者に対して、理由を付

してその旨を通知するものとする。 

 （補則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、契約希望者の登録等に関する必要な事項は市長が

別に定める。 

 

   付 則 

１ この要領は、公布の日から施行する。 

２ 第５条第３項の規定にかかわらず、平成 21年度の登録にかかる有効期間は３年とする。 

付 則(平成 22年 12月 27日訓令甲第 23号) 

この要領は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

付 則(令和元年 12月 13日訓令甲第 16号) 

この要領は、令和元年 12月 14日から施行する。 

付 則(令和 3年 3月 31日訓令甲第 23号) 

この要領は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

付 則(令和 7年 3月 24日訓令甲第 34号) 

この要領は、令和 7年 4月 1日から施行する。 


